
 

 

 

第6次千葉地域農林業振興方針 

～ 多様な担い手が躍動する持続可能な農林業を目指して ～ 
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はじめに 

 

千葉地域は、千葉市、習志野市、市原市及び八千代市で構成され、温暖

な気候と都市に隣接する恵まれた立地条件を活かし、水稲のほか、   

にんじん、だいこん、なし などの園芸作物や、酪農をはじめとした畜産

しいたけ などの特用林産物と、多様な農林業が展開されています。 

 

しかしながら、近年は、担い手の減少や高齢化が進んでおり、そのため、

担い手の確保・育成、産地の維持、担い手への農地の集積・集約化、水田

の基盤整備、計画的な森林の整備と保全などにより、地域農林業の継続性

を確保することが課題となっています。また、農林業に大きな影響を及ぼ

す自然災害等への備えも必要です。 

 

このような中、県では、本年度、県総合計画に基づき、千葉県農林水産

業振興計画（令和４～７年度）を策定し、「力強く、未来につなぐ ちば

の農林水産業」を目標に、その実現に向けて取り組んでいるところです。 

 

そこで、千葉地域では、３つの県農林業関係機関が連携し、これらの 

計画のうち、本地域に適合した具体的な施策を実現するため、「多様な 

担い手が躍動する持続可能な農林業を目指して」をテーマに、「第６次 

千葉地域農林業振興方針」を策定しました。 

 

この振興方針では、当地域の農林業を取り巻く情勢の変化を踏まえ、 

多様な担い手の確保・育成、生産基盤の充実・強化、森林資源の循環利用

の推進のほか、農林業災害への危機管理の強化を『基本施策』として、  

千葉地域の代表的な品目・産地である「にんじん」「だいこん」「なし」

「水田農業」及び「災害に強い森林づくり」を『重点施策』に設定しまし

た。 

また、中期展望に立った普及指導４か年計画とも位置づけ、目標達成に

向けた普及指導活動を展開してまいります。 

 

今後４年間、この方針に沿って、地域の農林業者、市及び農業協同  

組合等の関係機関・団体と連携し、計画の実現に向けた取組を進めてまい

りますので、皆様方の御支援と御協力をお願いします。 
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